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運輸安全マネジメント活動状況 

 
１．輸送の安全に関する基本的な方針 
“安全はすべてに優先する” 
⑴事故災害は、一旦発生すると、社会、会社、従業員、お客様に直接、間接的に大きな影響を与えるも

のである。特に我々としては、公道運行中、法令を順守し安全・安心輸送に努める事は勿論と認識し

交通安全に関する意識を高める。一方毎日の作業においても一つ一つに安全対策を織り込むことが

大切である。また、健康管理においても自己管理を徹底させ、会社としてバックアップしていく必要

がある。 
⑵事故防止のための安全方針 
 【全社員一丸となり交通事故防止啓発活動に当たる 重大・人身・貨物・労災 0 件】 
 【ながら、わき見運転の撲滅 見かけ次第報告指導。０まで】 
【心と身体の健康を追求し、社員の命を守る 日々ＩＴ点呼及び全集時啓蒙】 

⑶「安全は、すべてに優先する」を銘記し、「荷役・運搬」「安全運転」「輸送の品質」を確かにする為、

夫々の危険を予測しリスクを軽減する。また、無駄な仕事や手続きはないか、常に振り返り改善を

図っていく。 
⑷重点活動項目 
 ①安全委員会会議 ②安全意識向上 ③技能・技術向上 ④安全運転 ⑤安全教育 ⑥健康管理 

 ⑸輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 
 
２．輸送の安全に関する目標及び達成状況 
 
令和 2 年度実績 

 
 

令和 3 年度目標 

 

前年度実績 目標 実績 評価

0 0 0 達成

休業 0 0 0 達成

不休 0 0 0 達成

0 0 0 達成

0 0 0 達成

0 0 0 達成

重大事故

労働災害

職業性疾病

通勤災害

合計

項　　目

前年度実績 目標

0 0

休業 0 0

不休 0 0

0 0

0 0

0 0

重大事故

労働災害

職業性疾病

通勤災害

合計

項　　目
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３．自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故統計 
  自動車事故報告件数（令和 2 年度） 

 

 
４．輸送の安全に関する阻止個体制及び指揮命令系統 
 
 ⑴組織図 

 

 
⑵事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制および指揮命令系統は下記に定める。 
①事故速報～事故発生後３時間以内に提出し同時に各営業所へも FAX 等で伝達する。 
当事者 ⇔ 所 長 ⇔ 職制＆社長報告 ⇔ 事務局へ(一時保管) 

②事故報告書～事故発生後翌日２４時間以内に提出し同時に各営業所へも FAX 等で伝達する。 
当事者 ⇔ 所 長 ⇔ 職制＆社長承認 ⇔ 事務局へ(保管) 

※速やかに社内に報告（伝達）されると共に、重大事故、災害等は直に社長に報告(伝達）、指示を

受ける。 
③事故（災害)対策は営業所にて遅くとも７日以内に開催し所定用紙にて職制＆社長に提出し承認を

得る。但し重大事故、災害は即時実施 

事故種類 転覆 転落 火災 踏切 重傷 車両故障

件数 0 0 0 0 0 0

運輸安全マネジメント組織図
安全衛生委員会

委員長
（社長）

安全衛生委員会事務局
（安全管理部課長）

袋井営支部 相模原支部 本社支部 埼玉夏島

支部長（所長） 支部長（所長） 支部長（所長） 支部長（社長）

安全衛生推進者 安全衛生推進者 安全衛生推進者 次長

1班班長 1班班長 1班班長 親睦会役員

2班班長 2班班長 2班班長

3班班長 3班班長 3班班長

親睦会役員 4班班長 4班班長

5班班長 親睦会役員

親睦会役員
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５．輸送の安全に関する計画（令和 3 年度） 
⑴重点活動項目 

 

輸送の安全に関する阻止個体制及び指揮命令系統

委員長
（社長）

本部安全衛生委員会
事務局

支部長
（所長）

本部安全衛生委員会
安全対策

国土交通省
自動車事故報告規則による報告

事故・災害発生 警察署・消防署等

・安全衛生委員会 委員長

（事務局）

・支部安全衛生委員会　　　(１回/毎月実施) 支部長 ･定例全集会、活動展開

･安全対策の改善

(安衛推進者）

・班長会議、班会議　　　　　(１回/毎月実施) 班長 ･班集会　･班長合同職場パトロール

・ＩＴ点呼及び朝の点呼時と・退社時の一声かけ 運行管理者

・始業前点検（日常点検表・日常点検記録表) 運転者 ･法定点検（1日1回）､装備品

・ヒヤリハット活動　(ヒヤリハット報告) 係長 ･ヒヤリハット記録表､リスク軽減

・ドライブレコーダー放映による視覚教育 （配車担当） ･ドラレコ活用による事故防止

・ユニホーム==制服着用　　 係長 ・荷役、運搬、災害、の防止

　　　　(日々継続)
・構内(所内・外部）ヘルメット完全着用 (班長) ・積み下ろし、フォーク

所長 ･指導者クラス､他指名者

・ドライバー研修　　　　　　　　　　　　(外部研修)

所長 ･事故惹起者、安トレセンター、その他

・運転技能の向上　　　　(外部講習、研修)
(随　時) ･運転者スキルアップ

運転者 ・安全運転、積み下ろし、積載物等

・輸送品品質の保証 　の品質確保

(班長)

所長
・職場内訓練　(営業所単位　OJT)　　　１回/年 　

(指名者)

所長 ･資格､免許等の取得支援

・必要な資格取得支援 　  （技術、技能者育成）

(総務）

･フォークリフト運転の模範実技と
 荷扱い訓練

重点項目 　具体的実施項目 担当者 　内容と目標

･運行前点呼、運転者の体調確認､睡眠不
足の状況、疲労､酒気、その他　※感染症時（体温測定、マスク着用、アルコール消毒遵守）

本社営業所は年間スケジュール（全集・班会議）
を計画し掲示

技能・技術
向上

安全意識
向上

委員会及び
会議



4 
 

 

　 係長 ･運転日報によるチェックと指導

・法令順守、社内速度、車間距離、
(所長）

所長 ･拘束時間､休息時間、休憩時間､

・運転者の労働時間管理　【80H以内】 　法令順守

(配車担当)

所長 ・法令順守

・車両制限令(重量オーバー)
(配車担当)

　 総務部 ･会社概要､輸送形態､車両､他

・新入社員教育（添乗員指導含む)
担当者

・安全衛生教育　（社内）　1回/年 安全管理 ･社員のレベルアップ

　 ・社内講師又は(外部講師)

　 総務部 ・社員のレベルアップ

・外部講習会、　　研修会
　 (随　時) (所長)

・健康診断受診率１００％ 総務部 ･100％目標･実施　【法的義務】

健康管理 ・健康診断有所見者フォロー ･メタボリックシンドローム調査指導

      ・SAS(睡眠時無呼吸症候群）随時調査 ･メンタルヘルス調査指導

　 ・健康経営、メンタルヘルスマネジメント取得に向け

その他

　＊運転適性診断
　　・適性診断の結果を踏まえ『長所･短所』を把握し運転技術向上に努め指導する。

　＊運転記録証明書
　　・運転の指導育成の参考に使用する。　「個人情報のため部外秘」

　＊必要な資格の取得支援
　　・フォークリフト免許、運転免許（普通⇒中型⇒大型⇒牽引）、各種資格（運行管理・危険物）の取得等の支援

　　 その他会社が必要と認めたもの　（運転者育成）(技術・技能者育成)
　
　＊貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条１項の規定に基づく教育
　　・別紙、内容の通り

　✪リスクアセスメントの実施
　　・所内の危険有害要因を特定し、その危険有害度(リスク)を明らかにすることにより
　　 災害防止対策を促進する。

　✪車両総点検(車両中心)　１回/３ヶ月～車両点検、運転席内点検、装備品確認等自主的に　
     整理清掃をする。

　✪だろう運転をしない
　　　①フォークリフト運転操作　　②交差点左右折時 　③構内から道路に出る時
　✪ながら視聴しない(見ること・聞くこと)
      ①電話、ラジオ、スマートフォン、テレビ
　✪コメンタリー運転実施
　　　危険の察知と安全確認を口に出しながら運転

　
　※感染症時、得意先ではマスク着用（遵守）を実施すること
　　　引き続き帰社後、運行後点呼を行い速やかに帰宅する　「三密」（密集、密室、密接）を避けましょう
　　　『必要に応じて在宅勤務、ZOOM会議にて対応を行う』

ー以上ー

安全教育

・サブスク型福利厚生サービス（ベネフィッ

ト・ワン）800講座

安全運転
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⑵夏島安全十二則の徹底 ≪過去の事故統計から導き出した当社独自の安全対策≫ 

 
６．輸送の安全に関する内部監査結果 
 ⑴安全管理規定に基づき、内部監査を実施しました。 
 「令和 2 年度 運輸安全マネジメントの取組、安全衛生管理方針の評価・反省・課題」により纏めら

れております。 
 ⑵監査内容については、活動の成果として①事故、②労働災害、③その他の成果について、目標達成

状況や発生原因を分析、評価、反省を行い各部署に対し課題を提起し再発防止へ繋げていきます。 
以上 

 

１．安全速度を必ず守る。 
２．カーブの手前でスピードを落とす。 
３．一時停止で横断歩行者の安全を守る。  
４．交差点では必ず安全確認する。 
５．飲酒運転は絶対しない。 
６．フォークリフト作業は基本を守る。 
７．バックする時は降車し確認する。 
８．急いだり焦っている時でも安全確認を徹底する。 
９．事故防止のため信号待ち、渋滞中に地図を見たりする等行動は慎む。 
１０．車線変更時左右後車の速度、車間距離に配慮する。 
１１．日常点検と積荷の点検は必ず実行し怠ってはいけない。 
１２．停車時は必ずサイドブレーキを引く等の措置を駐車時は車止めギヤ入れ等の措置を行う。 


